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１．はじめに 

従来より，河道改修，洪水調節施設の整備などの治

水対策を整備してきたが，依然として整備率は低く，ま

た治水対策への投資も減少し続ける状況にあるとともに，

将来は気候変動による外力の増加とそれに伴う治水安全

度の低下が想定されている．こうした状況を踏まえ，こ

れまでの計画において目標としてきた流量に対し，河道

改修や洪水調節施設の整備等を基本とする「河川で安全

を確保する治水施策」で対処することに加え，増加する

外力に対し「流域における対策で安全を確保する治水政

策」を重層的に行うべきであるとの提言が，社会資本整

備審議会にてなされたところである１）． 

気候変動適応策として期待される流域治水施策とし

ては，霞堤，二線堤，輪中堤などの氾濫流制御施設の整

備・保全，土地利用や建築の規制などが挙げられるが，

その１つとして，遊水機能を有する土地の保全というこ

とがあげられる．具体的には，河道に隣接し，洪水時に

河川水があふれ洪水の一部を貯留し，自然に洪水を調節

する作用を有する土地のことを言い，河川や周辺の土地

の地形等によって，河道のピーク流量を低減させる効果

が期待されている土地である．このような土地は基本的

には現況を保全することによって，遊水機能を保持させ

ておくことが可能であるが，気候変動による外力増加に

対しての定量的な洪水軽減効果や流域全体の被害軽減へ

の寄与度の評価について研究された事例は少ない． 

そこで本研究では，河道に隣接する遊水機能を有す

る土地について，気候変動による外力増加も含めたケー

ススタディに基づき遊水機能の定量的評価を試み，気候

変動適応策としての検討の方向性や課題を抽出・整理す

ることを目的に実施したものである． 

２．ケーススタディ対象河川・地区の選定 

 対象河川は，ダム等の洪水調節施設が存在せず，遊水

機能と被害軽減効果の関係が比較的把握しやすい流域特

性を有する桜川を選定した． 

桜川は，流域面積349km2，流路延長64kmの一級河川

であり，田畑が広がる上流部は無堤区間，小集落が散在

する中流部は有堤区間と輪中堤，市街地を有する下流部

は有堤区間となっている（図-1）．目標としている治水

安全度は1/30であるが，現在の治水安全度は1/10程度と

なっている． 

桜川においては昭和61年8月台風10号により，床上床

下あわせて約1,500棟の大規模な浸水被害が発生した．

この水害を契機として，中流部の北太田地区においては

輪中堤が整備されているとともに，輪中堤周辺の田畑が

有する遊水機能により，下流市街地に対しての洪水軽減

効果を発揮している．本研究では，北太田地区の遊水機

能に着目して検討を進めることとした． 

３．気候変動による降雨量変化の推定 

気候変動による降雨量変化については，「21世紀気

候変動予測革新プログラム」において，気象庁・気象研

究所が開発した20kmの水平分解能を持つ高解像度全球

気候モデル（GCM20）による計算結果から，柏井ら２）

の手法を用いて降雨量変化率を推定した．その結果，本

研究おいては，現治水計画の降雨(1/30規模)に1.126倍の

変化率を乗じた降雨を気候変動による降雨として設定し

た．なお当該降雨の確率規模は，現治水計画に基づいて

確率評価を行うと1/50程度である． 

４．現況における遊水機能の評価 

北太田地区の遊水機能を評価するために，現況ケー

ス（ケースA），北太田地区を現計画堤防高による連続

堤で整備したケース（ケースB）の2ケースを設定した．

外力設定は，降雨波形は現治水計画における昭和22年9
月洪水型とし，確率規模は1/10,1/20,1/30及び気候変動規

模(1.126倍)とした．治水経済調査マニュアル(案)３）に

準じて，流域全体の浸水被害額（一般資産被害額）を氾

濫ブロックごとに計算・整理を行い，ケースA,B間の比

較分析（被害額の増減比）を行ったものを図-2に示す．

図中のL1～L5は左岸域，R1～R3は右岸域の氾濫ブロッ

クを示している．なお本稿においては，現況の流域特性

（地形，氾濫形態，リスクバランス等）と被害軽減効果

の関係をまずは把握するため，破堤地点を想定せず，越

水（溢水）による被害額にて評価を行った． 

 現状の治水安全度と同等の1/10規模では，R1･R2で被

害額が増加しているが，L2･L3の減少額が大きいため，

流域全体としては被害額が減少している．つまり，連続

堤整備（ケースB）の方が有効であることが分かった． 

 一方，現計画規模である1/30規模及び気候変動規模に

おいても，1/10規模と同様な傾向が見られるが，R1･R2
の増加額がL2･L3の減少額を上回っているため，流域全

体としては被害額が増加している．つまり，現況（ケー

スA）の方が有効であることが分かった． 

５．浸水許容条件を設定した場合の遊水機能の評価 

 遊水機能を保全することは，一方で氾濫による被害リ

スクが存在し続けてしまうという側面もあるため，例え
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ば，地域の合意形成等において，大きな課題となること

も考えられる． 

そこで，「宅地の被害を皆無にするとともに，田畑

の被害リスクを最低限に抑える」ことを目標としたケー

ス設定（ケースC）を行い，4.と同様の分析を行った． 

具体的には，北太田地区の輪中堤のかさ上げに加え，

田畑が存する区域に対しては，土地改良事業計画設計基

準に基づき，「浸水深30cm以上が24時間以内」という

浸水許容条件を満たすように排水路や樋門等を設定した．

ケースB,C間の比較分析（被害額の増減比）を行ったも

のを図-3に示す． 

現状の治水安全度と同等の1/10規模では，R1･R2で被

害額が増加しているが，L2･L3の減少額が大きいため，

流域全体としては被害額が減少しており，連続堤整備

（ケースB）の方が有効であることが分かった．さらに，

ケースA,C間を比較分析（図-4）してみると，流域全体

及び氾濫ブロックごとの被害額が同程度となっている．

この要因としては，浸水許容条件として設定した排水路

等が，結果として，河道のピーク流量を軽減するパイパ

ス的な機能を果たし，L1やR1･R2へのリスク転嫁がなさ

れていないことによるものである． 

また，気候変動規模においても，1/10規模と同様な傾

向が見られるが，R1･R2の増加額がL2･L3の減少額を上

回っているため，流域全体としては被害額が増加してお

り，連続堤整備（ケースB）より浸水許容条件設定（ケ

ースC）の方が有効であることが分かった． 

６．おわりに 

以上より，現計画規模1/30並びに気候変動規模の降雨

に対しては，北太田地区の遊水機能の保全により，流域

の総被害額が軽減されることが確認できた． 

一方で，気候変動適応策としての有効性・実現性の

検証を進める上では，以下のような課題が見出された． 

①気候変動による降雨の変化率は，各気候モデルにより

異なるとともに，想定された変化率を超える超過外

力も発生する可能性もある．さらに本研究では降雨

波形は現治水計画に基づく1波形のみの検討に留まっ

ている．従って，将来予測の不確実性への適応度を

評価するためには，外力の設定ケースを増やした上

で検証をさらに積み重ねる必要がある． 

②例えば，左岸のリスクを右岸に転嫁させるなど，現況

のリスクバランスが大きく変わる場合，流域全体の

合意形成がより重要かつ必要となる． 
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北太田地区

図-1 桜川流域図 図-2 氾濫ブロック別の被害額増減比（ケースＢ／ケースＡ）

図-3 氾濫ブロック別の被害額増減比（ケースＢ／ケースＣ） 図-4 氾濫ブロック別の被害額増減比（ケースＣ／ケースＡ）

1/10
総被害額
ケースＡ：32億円
ケースＢ：28億円
増減比：0.90倍

～ 0.20

0.20 ～ 0.50

0.50 ～ 0.95

0.95 ～ 1.05

1.05 ～ 1.50

1.50 ～ 2.00

2.00 ～

1/30
総被害額
ケースＡ：138億円
ケースＢ：178億円
増減比：1.29倍

気候変動(1.126倍)
総被害額
ケースＡ：221億円
ケースＢ：432億円
増減比：1.95倍

1/10
総被害額
ケースＣ：32億円
ケースＢ：28億円
増減比：0.90倍

～ 0.20

0.20 ～ 0.50

0.50 ～ 0.95

0.95 ～ 1.05

1.05 ～ 1.50

1.50 ～ 2.00

2.00 ～

気候変動(1.126倍)
総被害額
ケースＣ：264億円
ケースＢ：432億円
増減比：1.63倍

1/10
総被害額
ケースＡ：32億円
ケースＣ：32億円
増減比：1.00倍

～ 0.20

0.20 ～ 0.50

0.50 ～ 0.95

0.95 ～ 1.05

1.05 ～ 1.50

1.50 ～ 2.00

2.00 ～

気候変動(1.126倍)
総被害額
ケースＡ：221億円
ケースＣ：264億円
増減比：1.19倍

土木学会第67回年次学術講演会(平成24年9月)

 

-98-

 

Ⅱ-049

 


